
審議事項③ 

 

公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の全部を改正する規程の制定 

について 

 

公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の全部を改正する規程を次のよう

に定める。 

 

公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の全部を改正する規程 

 

令和６年１２月  日 

規程第 号 

 

公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程（令和３年３月２５日規程第１号）

の全部を次のように改正する。 

 

公立大学法人青森公立大学職員人事評価実施規程 

 

令和６年１２月  日 

規程第 号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 事務職員の人事評価（第２条―第１５条） 

 第３章 教員職員の人事評価（第１６条―第３２条） 

 第４章 苦情の処理（第３３条―第３６条） 

 第５章 雑則（第３７条・第３８条） 

 附則 

 

第１章 総則 

（目的等） 

第１条 この規程は、公立大学法人青森公立大学に勤務する職員の人事評価に関する事項

を定めることを目的とする。 

２ 前項に規定する職員の定義については、第２章及び第３章それぞれの定義による。 

   第２章 事務職員の人事評価 

（目的） 
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第２条 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）の規定に

基づき、能力及び実績に基づく人事管理を行うため、人事評価の実施に関し必要な事項を

定めることにより、公立大学法人青森公立大学事務職員（以下「職員」という。）の主体

的な職務の遂行を促し、及びより高い能力を持った人材の育成を行うとともに、その評価

結果を給与・昇任等の人事管理の基礎として活用することを通じ、事務能率の増進を図り、

組織の活性化に資することを目的とする。 

（定義） 

第３条 第２章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。 

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、評価期間において職員がその職

務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。 

(3) 業績評価 評価期間において職員が果たすべき役割について、職務に関する目標を

定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該目標の

達成状況から当該役割を果たした程度を客観的に評価することをいう。 

(4) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。 

(5) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める

様式をいう。 

(6) 個人目標 職員が評価期間において職位や職場に応じて具体的に果たすべき役割

として掲げる目標をいう。 

（被評価者） 

第４条 人事評価の対象となる職員（以下第２章において「被評価者」という。）は、公立

大学法人青森公立大学職員就業規則（平成２１年規程第３６号）第２条第１項に定める事

務職員（技術員を除く。）、第２条第１項第６号に定める常勤嘱託職員（常勤嘱託職員のう

ち契約期間が通算して６年に到達し、本人の申し出により、無期雇用となった職員を含む。

以下「常勤嘱託職員等」という。）及び第２条第１項第１１号に定める臨時職員とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、設立団体からの派遣、その他の理由により、この規程による

人事評価の実施が困難である職員を除くものとする。 

（評価者） 

第５条 人事評価を行う職員（以下第２章において「評価者」という。）は、１次評価者及

び確認者とし、その区分は別に定める。 

（評価者研修の実施） 

第６条 理事長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するも

のとする。 

（人事評価の期間等） 

第７条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1) 能力評価 前年１０月１日から９月３０日まで 
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(2) 業績評価 ４月１日から翌年３月３１日まで 

２ 人事評価は、別に定める期間において、人事評価記録書を用いて行うものとする。 

（人事評価における評語及び点数の付与等） 

第８条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては個人目標ごとに、そ

れぞれ評価の結果を表示する記号（以下「個別評語」という。）及び個別評語に応じた点

数を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号

（以下「全体評語」という。）及び全体評語に応じた点数を付すものとする。 

２ 個別評語及び全体評語は、５段階とする。 

３ 評価者は、個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第２条第２

号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第３号の役割を果たした程度が、そ

れぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。 

４ 評価者は、人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考とな

るべき事項を記載するよう努めるものとする。 

（個人目標の設定） 

第９条 １次評価者は、業績評価の評価期間の始期に被評価者と面談等を行い、個人目標を

定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するもの

とする。 

（自己評価の申告） 

第１０条 １次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、

あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び役割

を果たした程度に関する被評価者の自己評価その他評価者による評価の参考となるべき

事項について、申告を行わせるものとする。 

（評価の実施、面談、結果の開示） 

第１１条 １次評価者は、被評価者について、個別評語及び個別評語に応じた点数を付すほ

か、全体評語及び全体評語に応じた点数を付すことにより評価（次項に規定する再評価を

含む。）を行うものとする。 

２ 確認者は、複数の１次評価者間における不均衡の有無について審査を行い、適当でない

と認める場合には１次評価者に再評価又は再調整を行わせた上で、人事評価が適当であ

る旨の確認を行うものとする。 

３ １次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者と面談を行い、被評価者の人事評

価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実

に基づき指導及び助言を行うものとする。 

（職員の異動又は併任への対応） 

第１２条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、

評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。 

（人事評価の記録） 
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第１３条 人事評価記録書は、第１１条第２項の確認が行われた日の翌日から起算して５

年間総務企画グループにおいて保管するものとする。 

（人事評価の結果の活用） 

第１４条 人事評価の結果は、被評価者の給与・昇任等の人事管理の基礎として活用するも

のとする。 

２ 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとす

る。 

（常勤嘱託職員等、臨時職員に関する人事評価の取扱い） 

第１５条 第４条第１項に定める常勤嘱託職員等及び臨時職員に関する人事評価について

は、第３条第１項第６号、第５条、第７条、第９条から第１１条、第１３条の規定は適用し

ない。 

   第３章 教員職員の人事評価 

（目的） 

第１６条 法の規定に基づき、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、公立

大学法人青森公立大学教員職員（以下「教員」という。）が、自らの職務に目標を設定し

て取り組むことで、課題の発見と改善に努め、意識改革及び能力向上を図るとともに、教

員の業績を公正・適切に評価し、評価結果を給与・昇任等の人事管理の基礎として活用す

ることを通じ、教育研究活動等の向上を図り、組織の活性化に資することを目的とする。 

（定義） 

第１７条 第３章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 業績評価 評価期間において教員が果たすべき役割について、職務に関する目標を

定めることその他の方法により当該教員に対してあらかじめ示した上で、当該目標の

達成状況から当該役割を果たした程度を客観的に評価することをいう。 

(2) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。 

(3) 人事評価記録書 評価期間における教員の勤務成績を示すものとして、別に定める

様式をいう。 

(4) 個人目標 教員が評価期間において職位や活動に応じて具体的に果たすべき役割

として掲げる目標をいう。 

（被評価者） 

第１８条 人事評価の対象となる教員（以下第３章において「被評価者」という。）は、公

立大学法人青森公立大学職員就業規則（平成２１年規程第３６号）第２条第１項に定める

教員職員とする。ただし、評価実施時において、学長が評価を実施することが困難と認め

る場合は、評価を実施しないことができる。 

（評価者） 

第１９条 人事評価を行う教員（以下第３章において「評価者」という。）は、１次評価者
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及び確認者とし、その区分は学長が別に定める。 

（評価者研修の実施） 

第２０条 理事長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施する

ものとする。 

（評価の方針） 

第２１条 学長は、人事評価の実施にあたり、大学での教育研究の特性や被評価者からの評

価に関する申出等について、客観性・公正性の観点から考慮するものとする。 

２ 学長は、被評価者の意見も十分に考慮しながら、人事評価の実施について、随時必要な

見直しを行うものとする。 

（評価の実施組織） 

第２２条 学長が必要と認める場合には、人事評価を実施するための組織を置くことがで

きる。 

２ 組織の設置については、学長が別に定める。 

（人事評価の期間等） 

第２３条 人事評価は、毎年度実施する。 

２ 評価期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 人事評価は、別に定める期間において、人事評価記録書を用いて行うものとする。 

（評価項目等） 

第２４条 公立大学法人青森公立大学職員倫理要領 （平成２１年９月７日理事会議決）に定

める行動原則に基づき、「教育活動」・「研究活動」・「地域貢献活動」・「大学運営活動」の

４つの活動分野について評価する。 

（人事評価における評語及び点数の付与等） 

第２５条 個人目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号（以下「個別評語」という。）

及び個別評語に応じた点数を付すほか、当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示す

る記号（以下「全体評語」という。）及び全体評語に応じた点数を付すものとする。 

２ 個別評語及び全体評語は、５段階とする。  

３ 評価者は、個別評語及び全体評語を付す場合において、第１７条第１号の役割を果たし

た程度が、通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。 

４ 評価者は、人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考とな

るべき事項を記載するよう努めるものとする。 

（個人目標の設定） 

第２６条 １次評価者は、業績評価の評価期間の始期に被評価者と面談等を行い、個人目標

を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するも

のとする。 

２ 前項にかかわらず、個人目標を変更する必要がある場合は、被評価者及び評価者が協議

し、同意のうえ、変更することができる。 
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（自己評価の申告） 

第２７条 １次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、

あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の役割を果たした程度に

関する被評価者の自己評価その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申

告を行わせるものとする。 

（評価の実施、面談、結果の開示） 

第２８条 １次評価者は、被評価者について、個別評語及び個別評語に応じた点数を付すほ

か、全体評語及び全体評語に応じた点数を付すことにより評価（次項に規定する再評価を

含む。）を行うものとする。 

２ 確認者は、１次評価者における評価について、適当でないと認める場合には、１次評価

者に再評価又は再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとす

る。 

３ １次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者と面談を行い、被評価者の人事評

価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実

に基づき指導及び助言を行うものとする。 

（評価結果の報告） 

第２９条 評価結果については、学長が取りまとめ、理事長に報告する。 

（評価結果の公表等） 

第３０条 学長は、評価結果を集計した統計的データを公表する。 

２ 教員個人の評価結果は、本人以外には公表しない。 

３ 理事長は必要に応じて、教員個別の評価結果を閲覧することができる。 

（人事評価の記録） 

第３１条 人事評価記録書は、第２８条第２項の確認が行われた日の翌日から起算して５

年間総務企画グループにおいて保管するものとする。 

（人事評価の結果の活用） 

第３２条 人事評価の結果は、被評価者の給与・昇任等の人事管理の基礎として活用するも

のとする。 

２ 被評価者は、評価結果を踏まえ、今後の教育研究活動等の改善に役立てるものとする。 

３ 評価者は、評価結果を踏まえ、被評価者への指導及び助言を適切に行う。 

４ 学長は、評価結果の活用方法について、被評価者の意見も十分に考慮しながら、給与・

昇任等に反映させ、随時必要な見直しを行う。 

第４章 苦情の処理 

（苦情への対応） 

第３３条 第１１条第３項の規定により人事評価の結果の開示を受けた職員又は第２８条

第３項の規定により人事評価の結果の開示を受けた教員は、書面により当該評価の結果

に係る苦情を申し出ることができる。 

6



２ 前項の苦情の処理は、人事評価苦情処理委員会が行う。 

３ 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して７日以内（勤務

を要しない日を除く。）に、１回に限り申し出ることができる。 

４ 理事長は、職員又は教員が苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員又は教員に対

して不利益な取扱いをしてはならない。 

（人事評価苦情処理委員会） 

第３４条 前条第１項の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」と

いう。)を置く。 

２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、学長をもって充て、副委員長は、事務局長をもって充て、委員は、グループ

リーダー、委員長が指名する者をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理

する。 

５ 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けた

ときは、総務企画グループリーダーが委員長の職務を代理する。 

６ 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。 

７ 委員会の庶務は、事務局総務企画グループで処理する。 

（苦情処理） 

第３５条 委員長は、苦情処理の申出があった日から原則として３０日以内に委員会を招

集しなければならない。 

２ 委員会は、招集された日から原則として６０日以内に苦情処理の解決に努めなければ

ならない。 

（秘密の保持） 

第３６条 苦情処理に関わった職員又は教員は、苦情処理の申出のあった事実及び当該内

容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。 

第５章 雑則 

（庶務） 

第３７条 人事評価の庶務は、事務局総務企画グループで処理する。 

（その他） 

第３８条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年１２月  日から施行する。ただし、第３章については、令和７

年４月１日から施行する。 
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公立大学法人青森公立大学事務職員人事評価実施規程の 

全部を改正する規程の制定について 
 

１ 制定趣旨 

   地方独立行政法人法第５７条第１項において、「一般地方独立行政法人の職員の給与は、そ

の職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」と規定されており、同条第３項に

おいて、「職員の給与の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並び

に民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性

及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」と規定されている。 

また、第３期中期目標及び第３期中期計画において、「教員職員及び事務職員の人事評価を

実施し、その評価結果を給与・昇任等に反映させる。」としている。 

これまでに、事務職員については、設立団体である青森市の人事評価制度に準じた人事評価

制度を、令和３（２０２１）年度から本格導入している。 

一方で、教員職員については、令和２（２０２０）年度から本格導入までのスケジュールに

基づき、教員職員からの意見等を踏まえながら試行・検証を重ねてきたところであり、令和６

（２０２４）年９月１８日開催の第３回教育研究審議会及び９月２５日開催の第３回学部教授

会での審議を経て、教員職員の人事評価制度の制定について、承認されたところである。 

以上の経過を踏まえ、教員職員の人事評価を令和７年度から本格実施するため、所要の規程

を制定するもの。 

  

２ 人事評価の内容等 

   教員職員の人事評価については、設立団体である青森市の人事評価制度に準拠した事務職員

の人事評価等を参考とし、「４分野（教育・研究・地域貢献、大学運営）ごとに、教員自らが

目標設定を行い、その達成度を５段階評価（S・A・B・C・D）するもの」である。 

  （１）評価者等 

     被評価者：教員職員（本学専任の教授、准教授、講師。学長は除く。） 

     評 価 者：被評価者を監督する地位にある者（学部長、研究科長、学長） 

  （２）評価方法 

     業績評価：評価期間において教員が果たすべき役割について、職務に関する目標を定め 

ることその他の方法により当該教員に対してあらかじめ示した上で、当該目 

標の達成状況から当該役割を果たした程度を客観的に評価 

  （３）評価結果の活用等 

     給与・昇任等の人事管理の基礎として活用 

  （４）苦情処理等 

     ・「人事評価苦情処理委員会」の設置 

     ・メンバーは、学長（委員長）、事務局長（副委員長）、グループリーダー（委員）、 

委員長が指名する職員（委員） 

 

３ 制定内容 

   これまで検討してきた「教員人事評価実施規程（案）」を、既に制定済みの「公立大学法人

青森公立大学事務職員人事評価実施規程」に加え、同規程を全部改正し、新たに「公立大学法

人青森公立大学職員人事評価実施規程」とし、事務職員と教員職員の人事評価に関する規程を

一本化した規程に改める。 

 

４ 施行期日 

決裁日。ただし、教員職員の人事評価に関する事項（改正後の規程第３章）については、 

令和７年４月１日から施行する。 

 

③-1



③-2














